
不当な価格表示についての景品表示法上の考え方（消費者庁ＨＰより抜粋：森）

２０１１年９月２日

（平成１２年 ６月３０日公正取引委員会）

改定 平成１４年１２月 ５日公正取引委員会

改定 平成１８年 １月 ４日公正取引委員会

第４ 二重価格表示について

１. 二重価格表示についての基本的考え方

　二重価格表示は，事業者が自己の販売価格に当該販売価格よりも高い他の価格（以下「比較対照価格」と

いう。）を併記して表示するものであり，その内容が適正な場合には，一般消費者の適正な商品選択と事業者

間の価格競争の促進に資する面がある。

　しかし，次のように，二重価格表示において，販売価格の安さを強調するために用いられた比較対照価格

の内容について適正な表示が行われていない場合には，一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え，不当

表示に該当するおそれがある。

（１）同一ではない商品の価格を比較対照価格に用いて表示を行う場合

ア…… 同一ではない商品の価格との二重価格表示が行われる場合には，販売価格と比較対照価格との価格差

については，商品の品質等の違いも反映されているため，二重価格表示で示された価格差のみをもって販売

価格の安さを評価することが難しく，一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え，不当表示に該当するお

それがある。

なお，同一ではない商品との二重価格表示であっても，一の事業者が実際に販売している二つの異なる商品

について現在の販売価格を比較することは，通常，景品表示法上問題となるものではない。

イ ……商品の同一性は，銘柄，品質，規格等からみて同一とみられるか否かにより判断される。なお，衣料

品等のように色やサイズの違いがあっても同一の価格で販売されるような商品については，同一の商品に該

当すると考えられる。また，ある一つの商品の新品と中古品，汚れ物，キズ物，旧型又は旧式の物（以下「中

古品等」という。）とは，同一の商品とは考えられない。

野菜，鮮魚等の生鮮食料品については，一般的には，商品の同一性を判断することが難しいと考えられる。

このため，生鮮食料品を対象とする二重価格表示については，後記２の (1) ウで記述するタイムサービスの

ように商品の同一性が明らかな場合や，一般消費者が商品の同一性を判断することが可能な場合を除き，一

般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え，不当表示に該当するおそれがある。



(2) 比較対照価格に用いる価格について実際と異なる表示やあいまいな表示を行う場合

　二重価格表示が行われる場合には，比較対照価格として，過去の販売価格，希望小売価格，競争事業者の

販売価格等多様なものが用いられている。これらの比較対照価格については，事実に基づいて表示する必要

があり，比較対照価格に用いる価格が虚偽のものである場合には，一般消費者に販売価格が安いとの誤認を

与え，不当表示に該当するおそれがある。

　また，過去の販売価格や競争事業者の販売価格等でそれ自体は根拠のある価格を比較対照価格に用いる場

合でも，当該価格がどのような内容の価格であるかを正確に表示する必要があり，比較対照価格に用いる価

格についてあいまいな表示を行う場合には，一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え，不当表示に該当

するおそれがある。

２. 過去の販売価格等を比較対照価格とする二重価格表示について

(1) 基本的考え方

ア 過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示

( ｱ ) 景品表示法上の考え方

ａ……需要喚起，在庫処分等の目的で行われる期間限定のセールにおいて，販売価格を引き下げる場合に，

過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示が行われることがある。

　この場合，比較対照価格に用いられる過去の販売価格の表示方法は一様ではなく，価格のみが表示されて

いる場合，「当店通常価格」，「セール前価格」等の名称や，当，平等の記号が付されている場合，どのような

価格かについて具体的な説明が付記されている場合などがある。

ｂ…… 過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示が行われる場合に，比較対照価格がどのような価

格であるか具体的に表示されていないときは，一般消費者は，通常，同一の商品が当該価格でセール前の相

当期間販売されており、セール期間中において販売価格が当該値下げ分だけ安くなっていると認識するもの

と考えられる。

　このため，過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示を行う場合に，同一の商品について最近相

当期間にわたって販売されていた価格とはいえない価格を比較対照価格に用いるときは，当該価格がいつの

時点でどの程度の期間販売されていた価格であるか等その内容を正確に表示しない限り，一般消費者に販売

価格が安いとの誤認を与え，不当表示に該当するおそれがある。ただし，セール実施の決定後に販売を開始

した商品の二重価格表示については，商品の販売開始時点で，セールにおいていくらで販売するか既に決まっ

ており，セール前価格は実績作りのものとみられることから，セール前価格で販売されていた期間を正確に

表示したとしても，不当表示に該当するおそれがある。

他方，同一の商品について最近相当期間にわたって販売されていた価格を比較対照価格とする場合には，不

当表示に該当するおそれはないと考えられる。



( ｲ ）「最近相当期間にわたって販売されていた価格」についての考え方

ａ……「相当期間」については，必ずしも連続した期間に限定されるものではなく，断続的にセールが実施

される場合であれば，比較対照価格で販売されていた期間を全体としてみて評価することとなる。

ｂ…… また，「販売されていた」とは，事業者が通常の販売活動において当該商品を販売していたことをいい，

実際に消費者に購入された実績のあることまでは必要ではない。

他方，形式的に一定の期間にわたって販売されていたとしても，通常の販売場所とは異なる場所に陳列して

あるなど販売形態が通常と異なっている場合や，単に比較対照価格とするための実績作りとして一時的に当

該価格で販売していたとみられるような場合には，「販売されていた」とはみられないものである。

( ｳ ）「最近相当期間にわたって販売されていた価格」か否かの判断基準

　比較対照価格が「最近相当期間にわたって販売されていた価格」に当たるか否かは，当該価格で販売され

ていた時期及び期間，対象となっている商品の一般的価格変動の状況，当該店舗における販売形態等を考慮

しつつ，個々の事案ごとに検討されることとなるが，一般的には，二重価格表示を行う最近時（最近時につ

いては，セール開始時点からさかのぼる八週間について検討されるものとするが，当該商品が販売されてい

た期間が八週間未満の場合には，当該期間について検討されるものとする。）において，当該価格で販売され

ていた期間が当該商品が販売されていた期間の過半を占めているときには，「最近相当期間にわたって販売さ

れていた価格」とみてよいものと考えられる。

　ただし，前記の要件を満たす場合であっても，当該価格で販売されていた期間が通算して二週間未満の場合，

又は当該価格で販売された最後の日から二週間以上経過している場合においては，「最近相当期間にわたって

販売されていた価格」とはいえないものと考えられる。


